
【各事業所の皆様へ】旧規格消火器は 12月 31日までに交換を！ 

  

 
    型式失効広報用リーフレット（ＰＤＦファイル） 

 
 ※型式失効について。 

 

消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物（一般の住宅は義務なし）

で、型式が失効している消火器（以下「旧規格消火器」という。）を継続的に設置できるのは

2021年 12月 31日までです。2022年 1月 1日以降は、旧規格消火器の設置は認められ

ません。 

 適応火災マークが文字で表示されているものや「設計標準使用期限」が記載されてい

ない消火器は、旧規格消火器となります。 

 

 ※適応火災マークを確認！ 

 

 
 ※消火器の設計標準使用期限はおおむね１０年です。 

  

新規格の消火器の本体には「設計標準使用期限」が書かれています。設計標準

使用期限が書かれていない消火器は旧規格ですので、早めの交換をお願いしま

す。ご家庭等に自主的に設置している消火器については、消防法令上の交換義務

はありませんが、使用期限内での交換を推奨します。 

 なお、新規格の消火器の本体には「設計標準使用期限」が書かれています。設計 

標準使用期限が書かれていない消火器は旧規格です。 

 

お問合せ先 

中芸消防本部 予防係  

TEL 0887-38-2648 

 

https://www.jfema.or.jp/about/katashiki

